
１　人工造林 単位：円/ha
作業の内容 標準単価 補助区分 補助金

森林経営計画等 474,000
その他 250,900
森林経営計画等 374,500
その他 198,200
森林経営計画等 474,000
その他 250,900
森林経営計画等 469,600
その他 248,600
森林経営計画等 583,000
その他 308,600
森林経営計画等 678,400
その他 359,100

※育成単層林の造成を目的として実施する地拵え、植栽等が対象となります。

※１施行地あたり、0.1ha以上実施する必要があります。

２　樹下植栽 単位：円/ha
作業の内容 標準単価 補助区分 補助金

森林経営計画等 272,400
その他 144,200
森林経営計画等 272,400
その他 144,200
森林経営計画等 270,100
その他 143,000

※１施行地あたり、0.1ha以上実施する必要があります。

３　下刈り 単位：円/ha
作業の内容 標準単価 補助区分 補助金

森林経営計画等 104,200
その他 55,100

※１施行地あたり、0.1ha以上実施する必要があります。

４　枝打ち 単位：円/ha
作業の内容 標準単価 補助区分 補助金

森林経営計画等 76,800
その他 40,600
森林経営計画等 123,900
その他 65,600
森林経営計画等 143,000
その他 75,700
森林経営計画等 159,100
その他 84,200

※枝打高の上限は8ｍ、実施幅は1.０ｍ又は２．０ｍとなっています。
※１施行地あたり、0.1ha以上実施する必要があります。

※広葉樹を植栽した場合は、上乗せ補助があります。（ただし、要望が多かった場合は予算の範囲内となります)

※広葉樹を植栽した場合は、上乗せ補助があります。（ただし、要望が多かった場合は予算の範囲内となります)

ヒノキ植栽　1,000本/ha
（地拵・植付・苗木代を含む）

400,600

※森林経営計画、特定間伐等促進計画、経営管理実施権配分計画のいずれかの対象森林において実施した場合は
補助金欄の上段の額が、計画によらない場合は下段の額が補助の目安となります。

※育成複層林の造成を目的として上層木が3齢級以上（長期育成循環施業の対象森林にあっては上層木が10齢級以
上）の林分で実施する地拵え、樹下への苗木の植栽等が対象となります。また、天然更新を目的として実施する地拵え、
植栽、天然稚幼樹の発生（育成）を促す地表起こし等も対象となります。

※森林経営計画、特定間伐等促進計画、経営管理実施権配分計画のいずれかの対象森林において実施した場合は
補助金欄の上段の額が、計画によらない場合は下段の額が補助の目安となります。

スギ植栽　1,000本/ha
（地拵・植付・苗木代を含む）

400,600

153,300

林木の枝葉の除去（枝打ち高範囲１ｍ～２ｍ) 113,000

クヌギ植栽　1,000本/ha
（地拵・植付・苗木代を含む）

スギ植栽　2,000本/ha（再造林）
（地拵・植付・苗木代を含む）

697,100

697,100

690,600

スギ(コンテナ苗)植栽　2,000本/ha（再造林）
（地拵え無し・植付・苗木代を含む）

550,800

397,300

スギ（ｺﾝﾃﾅ苗）植栽　2,000本/ha　（一貫作業ｼｽﾃ
ﾑ機械地拵（ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ）・植付・苗木代を含む）

857,400

スギ（ｺﾝﾃﾅ苗）植栽　2,500本/ha　（一貫作業ｼｽﾃ
ﾑ機械地拵（ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ）・植付・苗木代を含む）

997,700

※一貫作業ｼｽﾃﾑ:車輌系林業機械による全木集材（皆伐）の直後に作業道周辺の地拵えを行う場合に適用します。

雑草木の除去

※6齢級以下の林分で実施する枝打ちが対象となります。ただし、間伐と一体的に実施することにより12齢級までが対象
となります。

※森林経営計画、特定間伐等促進計画、経営管理実施権配分計画のいずれかの対象森林において実施した場合は
補助金欄の上段の額が、計画によらない場合は下段の額が補助の目安となります。

林木の枝葉の除去（枝打ち高範囲１ｍ～３ｍ) 182,300

林木の枝葉の除去（枝打ち高範囲３ｍ～５ｍ) 234,100

林木の枝葉の除去（枝打ち高範囲２ｍ～４ｍ) 210,300

※植栽等により更新された２齢級以下（複層林にあっては下層木が５齢級以下）の林分で実施する下刈りが対象となりま
す。

令和５年度(２期～)造林事業補助金（目安）

ヒノキ植栽　2,000本/ha（再造林）
（地拵・植付・苗木代を含む）

クヌギ植栽　2,000本/ha（再造林）
（地拵・植付・苗木代を含む）



５　除伐 単位：円/ha
作業の内容 標準単価 補助区分 補助金

※１施行地あたり、0.1ha以上実施する必要があります。

６　保育間伐 単位：円/ha
作業の内容 標準単価 補助区分 補助金

※１施行地あたり、0.1ha以上実施する必要があります。

７－①　間伐（定性伐採） 単位：円/ha
作業の種類 標準単価 補助区分 補助金

不用木の除去、不良木の淘汰
出材量 10㎥未満/ha（伐捨間伐）

198,100 森林経営計画等 134,700

不用木の除去、不良木の淘汰
  車両系 出材量 10～20㎥未満/ha

215,500 森林経営計画等 146,500

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 10～20㎥未満/ha

233,200 森林経営計画等 158,500

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 20～30㎥未満/ha

289,500 森林経営計画等 196,800

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 20～30㎥未満/ha

324,900 森林経営計画等 220,900

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 30～40㎥未満/ha

363,400 森林経営計画等 247,100

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 30～40㎥未満/ha

416,500 森林経営計画等 283,200

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 40～50㎥未満/ha

411,300 森林経営計画等 279,600

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 40～50㎥未満/ha

451,000 森林経営計画等 306,600

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 50～60㎥未満/ha

474,600 森林経営計画等 322,700

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 50～60㎥未満/ha

524,200 森林経営計画等 356,400

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 60～70㎥未満/ha

537,900 森林経営計画等 365,700

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 60～70㎥未満/ha

597,400 森林経営計画等 406,200

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 70～80㎥未満/ha

601,200 森林経営計画等 408,800

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 70～80㎥未満/ha

670,700 森林経営計画等 456,000

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 80～90㎥未満/ha

664,500 森林経営計画等 451,800

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 80～90㎥未満/ha

743,900 森林経営計画等 505,800

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 90～100㎥未満/ha

727,800 森林経営計画等 494,900

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 90～100㎥未満/ha

817,200 森林経営計画等 555,600

※間伐の伐採率は、20％以上実施する必要があります。（標準25％）

※１施行地あたり、0.1ha以上実施する必要があります。

157,900不用木竹の除去

※下刈りが終了した5齢級以下（天然林にあっては12齢級以下）の林分で実施する除伐が対象となります。

※森林経営計画、特定間伐等促進計画、経営管理実施権配分計画のいずれかの対象森林で、かつ12齢級以下の林
分において実施する間伐が対象となります。

※１申請ごとに森林経営計画、特定間伐等促進計画、経営管理実施権配分計画のいずれかの定める実施区域ごと
に、間伐で平均10㎥/ha以上の出材が必要となります。

不用木（侵入竹林含む）の除去、不良木の淘汰(選
木、伐倒)

119,800

※７齢級以下が対象となります。なお、立木の平均胸高直径が18㎝未満の場合は、８齢級以上の林分も対象となりま

※森林経営計画、特定間伐等促進計画、経営管理実施権配分計画のいずれかの対象森林において実施した場合に
限ります。

※森林経営計画、特定間伐等促進計画、経営管理実施権配分計画のいずれかの対象森林において実施した場合に
限ります。

不用木（侵入竹林含む）の除去、不良木の淘汰（伐
倒、玉切）

131,600

不用木（侵入竹林含む）の除去、不良木の淘汰（選
木、伐倒、玉切）

171,100

不用木（侵入竹林含む）の除去、不良木の淘汰（伐
倒）

80,300

森林経営計画等 107,300

森林経営計画等

森林経営計画等

森林経営計画等

森林経営計画等

81,400

116,300

54,600

89,400



７ー②　間伐（列状伐採）プロセッサ造材 単位：円/ha
作業の種類 標準単価 補助区分 補助金

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 10～20㎥未満/ha

211,400 森林経営計画等 143,700

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 10～20㎥未満/ha

229,100 森林経営計画等 155,700

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 20～30㎥未満/ha

281,300 森林経営計画等 191,200

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 20～30㎥未満/ha

316,700 森林経営計画等 215,300

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 30～40㎥未満/ha

351,100 森林経営計画等 238,700

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 30～40㎥未満/ha

404,200 森林経営計画等 274,800

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 40～50㎥未満/ha

413,900 森林経営計画等 281,400

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 40～50㎥未満/ha

453,700 森林経営計画等 308,500

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 50～60㎥未満/ha

477,900 森林経営計画等 324,900

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 50～60㎥未満/ha

527,600 森林経営計画等 358,700

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 60～70㎥未満/ha

541,900 森林経営計画等 368,400

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 60～70㎥未満/ha

601,500 森林経営計画等 409,000

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 70～80㎥未満/ha

605,900 森林経営計画等 412,000

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 70～80㎥未満/ha

675,400 森林経営計画等 459,200

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 80～90㎥未満/ha

669,900 森林経営計画等 455,500

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 80～90㎥未満/ha

749,300 森林経営計画等 509,500

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 90～100㎥未満/ha

733,800 森林経営計画等 498,900

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 90～100㎥未満/ha

823,200 森林経営計画等 559,700

※間伐の伐採率は、25％以上実施する必要があります。（標準30％）

※１施行地あたり、0.1ha以上実施する必要があります。

※１申請ごとに森林経営計画、特定間伐等促進計画、経営管理実施権配分計画のいずれかの定める実施区域ごと
に、間伐で平均10㎥/ha以上の出材が必要となります。

※森林経営計画、特定間伐等促進計画、経営管理実施権配分計画のいずれかの対象森林で、かつ12齢級以下の林
分において実施する間伐が対象となります。



８ー①更新伐（複層林の抜き伐り） 単位：円/ha
作業の種類 標準単価 補助区分 補助金

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 10～20㎥未満/ha

253,700 森林経営計画等 172,500

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 10～20㎥未満/ha

271,400 森林経営計画等 184,500

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 20～30㎥未満/ha

327,700 森林経営計画等 222,800

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 20～30㎥未満/ha

363,100 森林経営計画等 246,900

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 30～40㎥未満/ha

401,600 森林経営計画等 273,000

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 30～40㎥未満/ha

454,700 森林経営計画等 309,100

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 40～50㎥未満/ha

456,100 森林経営計画等 310,100

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 40～50㎥未満/ha

495,900 森林経営計画等 337,200

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 50～60㎥未満/ha

519,400 森林経営計画等 353,100

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 50～60㎥未満/ha

569,100 森林経営計画等 386,900

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 60～70㎥未満/ha

582,700 森林経営計画等 396,200

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 60～70㎥未満/ha

642,300 森林経営計画等 436,700

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 70～80㎥未満/ha

643,100 森林経営計画等 437,300

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 70～80㎥未満/ha

712,600 森林経営計画等 484,500

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 80～90㎥未満/ha

706,400 森林経営計画等 480,300

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 80～90㎥未満/ha

785,800 森林経営計画等 534,300

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 90～100㎥未満/ha

769,700 森林経営計画等 523,300

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 90～100㎥未満/ha

859,000 森林経営計画等 584,100

※樹下植栽を伴う更新伐の伐採率は、原則、概ね40％以上実施する必要があります。
※更新伐を実施して、２年を経過しても更新が図れない場合は、速やかに植栽を行う必要があります。
※１施行地あたり、0.1ha以上実施する必要があります。

※１申請ごとに森林経営計画、特定間伐等促進計画、経営管理実施権配分計画のいずれかの定める実施区域ごと
に、更新伐で平均10ｍ3/ha以上の出材が必要となります。

※人工林における育成複層林の造成及び育成又は広葉樹林化の促進等のための適正な更新を目的として18齢級以
下（長期育成循環施業では10齢級以上）の林分において実施する更新伐が対象となります。

※森林経営計画、特定間伐等促進計画、経営管理実施権配分計画のいずれかの対象森林で実施する更新伐が対象
となります。



８ー②更新伐（列状伐採）プロセッサ造材 単位：円/ha
作業の種類 標準単価 補助区分 補助金

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 10～20㎥未満/ha

213,500 森林経営計画等 145,100

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 10～20㎥未満/ha

228,000 森林経営計画等 155,000

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 20～30㎥未満/ha

273,900 森林経営計画等 186,200

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 20～30㎥未満/ha

303,000 森林経営計画等 206,000

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 30～40㎥未満/ha

334,300 森林経営計画等 227,300

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 30～40㎥未満/ha

378,000 森林経営計画等 257,000

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 40～50㎥未満/ha

399,300 森林経営計画等 271,500

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 40～50㎥未満/ha

430,200 森林経営計画等 292,500

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 50～60㎥未満/ha

455,400 森林経営計画等 309,600

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 50～60㎥未満/ha

494,000 森林経営計画等 335,900

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 60～70㎥未満/ha

511,500 森林経営計画等 347,800

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 60～70㎥未満/ha

557,800 森林経営計画等 379,300

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 70～80㎥未満/ha

567,600 森林経営計画等 385,900

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 70～80㎥未満/ha

621,700 森林経営計画等 422,700

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 80～90㎥未満/ha

623,700 森林経営計画等 424,100

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 80～90㎥未満/ha

685,500 森林経営計画等 466,100

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 90～100㎥未満/ha

679,800 森林経営計画等 462,200

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 90～100㎥未満/ha

749,300 森林経営計画等 509,500

※樹下植栽を伴う更新伐の伐採率は、原則、概ね40％以上実施する必要があります。（標準３３％）
※更新伐を実施して、２年を経過しても更新が図れない場合は、速やかに植栽を行う必要があります。
※１施行地あたり、0.1ha以上実施する必要があります。

※人工林における育成複層林の造成及び育成又は広葉樹林化の促進等のための適正な更新を目的として18齢級以
下（長期育成循環施業では10齢級以上）の林分において実施する更新伐が対象となります。

※森林経営計画、特定間伐等促進計画、経営管理実施権配分計画のいずれかの対象森林で実施する更新伐が対象
となります。

※１申請ごとに森林経営計画、１集約化実施計画、経営管理実施権配分計画のいずれかの定める実施区域ごとに、更
新伐で5ha以上かつ平均10ｍ3/ha以上の出材が必要となります。



８－③　更新伐（帯状・群状伐採）プロセッサ造材 単位：円/ha
作業の種類 標準単価 補助区分 補助金

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 10～20㎥未満/ha

220,500 森林経営計画等 149,900

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 10～20㎥未満/ha

228,200 森林経営計画等 155,100

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 20～30㎥未満/ha

276,600 森林経営計画等 188,000

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 20～30㎥未満/ha

292,100 森林経営計画等 198,600

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 30～40㎥未満/ha

332,700 森林経営計画等 226,200

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 30～40㎥未満/ha

355,900 森林経営計画等 242,000

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 40～50㎥未満/ha

388,800 森林経営計画等 264,300

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 40～50㎥未満/ha

419,800 森林経営計画等 285,400

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 50～60㎥未満/ha

445,000 森林経営計画等 302,600

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 50～60㎥未満/ha

483,600 森林経営計画等 328,800

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 60～70㎥未満/ha

501,100 森林経営計画等 340,700

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 60～70㎥未満/ha

547,400 森林経営計画等 372,200

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 70～80㎥未満/ha

557,200 森林経営計画等 378,800

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 70～80㎥未満/ha

611,300 森林経営計画等 415,600

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 80～90㎥未満/ha

613,300 森林経営計画等 417,000

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 80～90㎥未満/ha

675,100 森林経営計画等 459,000

不用木の除去、不良木の淘汰
　車両系 出材量 90～100㎥未満/ha

669,400 森林経営計画等 455,100

不用木の除去、不良木の淘汰
　架線系 出材量 90～100㎥未満/ha

738,900 森林経営計画等 502,400

※更新伐を実施して、２年を経過しても更新が図れない場合は、速やかに植栽を行う必要があります。

※１施行地あたり、0.1ha以上実施する必要があります。

※長期育成循環施業における個別林分型において実施する場合は、20％以上～40％以下とする。

※人工林における育成複層林の造成及び育成又は広葉樹林化の促進等のための適正な更新を目的として18齢級以
下（長期育成循環施業では10齢級以上）の林分において実施する更新伐が対象となります。

※１申請ごとに森林経営計画、１集約化実施計画、経営管理実施配分計画のいずれかの定める実施区域ごとに、更新
伐で5ha以上かつ平均10ｍ3/ha以上の出材が必要となります。

※森林経営計画、特定間伐等促進計画、経営管理実施権配分計画のいずれかの対象森林で実施する更新伐が対象
となります。



９-①　森林作業道(新規開設) 単位：円/ｍ
作業の種類 標準単価 補助区分 補助金

９-②　森林作業道(改築) 単位：円/ｍ
作業の種類 標準単価 補助区分 補助金

　【共通事項】

　【注意事項】

※御不明な点につきましては、森林の所在する農林事務所までお問い合わせください。

    森林組合等へ施業を委託して実施する場合は、１～９の標準単価に別途間接費(最大39%)を加算することができ、
補助金額も上昇することとなります。

※原則として１、７、８のいずれかに掲げる森林施業と一体的に実施する作業道が補助の対象となります。また、作業道
の構造や作設方法については「佐賀県森林作業道作設指針」に基づき作設する必要があります。

森経営計画等

※なお、上記の補助金額は、上乗せ補助(25.5%上乗せ)を行った場合の金額です。
【上乗せ補助の条件：市町が8.5％以上の上乗せ補助を実施した場合に限り、県が17％上乗せ補助を実施】

　 上表は、代表的な施業種のみ示したもので、この他にも補助対象となる事業があります。
   なお、補助金額は令和５年度造林事業標準単価により試算したものです。（標準単価は年度途中で改正する場合が
あります。）

900

※森林経営計画、特定間伐等促進計画、経営管理実施配分計画のいずれかの対象森林において実施した場合に限り
ます。

2,100

2,000

2,800

　作業道の作設　全幅1.5→2.0ｍ
　　（山腹横断勾配25°～35°未満）

3,000

1,900

　作業道の作設　全幅2.0ｍ
　　（山腹横断勾配25°～35°未満）

　作業道の作設　全幅2.5ｍ
　　（山腹横断勾配25°～35°未満）

　作業道の作設　全幅3.0ｍ
　　（山腹横断勾配25°～35°未満）

2,300

2,200

森経営計画等

森経営計画等

600

　作業道の作設　全幅1.5→2.5ｍ
　　（山腹横断勾配25°～35°未満）

1,300 森経営計画等 1,200

1,000 森経営計画等

森経営計画等 1,300

森経営計画等

　作業道の作設　全幅2.5→3.0ｍ
　　（山腹横断勾配25°～35°未満）

700 森経営計画等

※傾斜(山腹横断勾配)区分は、25°未満、25°～35°未満、35°以上の３区分を設定しています。(代表的な区分
を掲載)

森経営計画等 1,700

　作業道の作設　全幅2.0→2.5ｍ
　　（山腹横断勾配25°～35°未満）

700

600

　作業道の作設　全幅1.5→3.0ｍ
　　（山腹横断勾配25°～35°未満）

　作業道の作設　全幅2.0→3.0ｍ
　　（山腹横断勾配25°～35°未満）

1,400


